
１） 支給要件

チェック欄

① □

② □

③ □

④ □

⑤ □

⑥ □

⑦ □

⑧ □

収入基準額及び金融資産額の目安【上限額】

基準額 家賃上限額 収入基準額 資産基準額

8.1万円 2.9万円 11.0万円 48.6万円

12.3万円 3.5万円 15.8万円 73.8万円

15.7万円 3.8万円 19.5万円 94.2万円

19.4万円 3.8万円 23.2万円 100万円

国の雇用施策による給付又は地方自治体等が実施する離職者等に対する住居の
確保を目的とした類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者
が受けていないこと

　　　　　　　　　

住居確保給付金　チェックリスト

次の①～⑧のいずれにも該当する方

支給対象者の要件

離職等又はやむを得ない休業等により経済的に困窮し、アパート等の住居喪失等
のおそれのある者

次のアまたはイのいずれかに該当する者
ア）申請日において、離職等の日から２年以内である者
イ）就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が申請者の責め
に帰すべき理由、都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職等の場
合と同等程度の状況にある者

離職等の日において、その属する世帯の生計を主として維持していた者

申請日の属する月における、申請者の世帯全員の収入の合計額が次表の、「基
準額」に申請者の居住する賃貸住宅の家賃額（上限額以内）を合算した「収入基
準額」以下であること

申請日における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資
産の合計額が次表の、「資産基準額」以下であること

誠実かつ熱心に求職活動を行うこと

４人世帯

※５人以上の世帯の方はお問い合わせください。
　 収入は、総支給額です。公的給付も収入に含みます。

申請者の世帯全員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３
年法律第77号）第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）でな
いこと

世帯人数

単身世帯

２人世帯

３人世帯



２） 必要書類

チェック欄 備考

① □ 生活福祉課で配布

② □

④ □
生活福祉課で配布
し、ハローワークに
申請者が依頼

⑤ □
ハローワークで申請
者が作成

⑥ □ 生活福祉課で配布

⑦ □ 生活福祉課で配布

⑧ □

⑨ □

⑩ □

　　　　　　　　　

提出書類

□　住居確保給付金支給申請書　（様式１－１号）　

収入関係書類（収入のある同居者全員分）
□　就労収入がわかる書類
　　　　　　　　　（給与明細、給与振込み、源泉徴収票、確定申告書等の写しなど）
□　自営業の収入がわかる書類（帳簿など）
□　年金額がわかる書類（年金支払い決定通知書など）
□　手当などの額がわかる書類（決定通知書など）

貯金関係書類（同居者全員分）
□　銀行通帳の預貯金履歴・ネットバンキング履歴など

住居確保給付金　チェックリスト

□　求職申込み　・　雇用施策利用状況確認票　（参考様式ー２）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※離職・廃業の方は必須

□　求職受付け票の写し　（ハローワークカード）　※現在は省略可能

□　入居住宅または入居予定住宅に関する状況通知書　（様式２-２号）

□　銀行貯金口座振込登録申請書　（別紙１）

□　現在入居中の住宅の賃貸契約書

本人確認書類
□　運転免許証　□マイナンバーカード（写真付き）　□　住民基本台帳カード
□　旅券　□　各種福祉手帳　□　健康保険証　□　住民票

③

離職・廃業の方　（２年以内に離職・廃業をしたことが確認できる書類）
□　離職票　□　解雇通知書　□　有期雇用契約の非更新通知
□　雇用保険受給資格者証　□　雇用主が発行する退職証明
□　廃業届など、廃業した年月日が確認できる書類

□減収された方
         （自分の責任や都合によらないで収入が減少したことが証明できる書類）
□　雇用主からの休業を命じる通知　□　イベント中止のチラシ
□　事業所の休業のＨＰ等
□　シフトが減少したことがわかるもの（シフト表など）
□　その他証明できる書類


